
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
近畿地方年金記録訂正審議会 

平成 28 年６月３日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの    ６件 

         厚生年金保険関係      ６件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの         ８件 

         厚生年金保険関係      ８件 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500749 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600035 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社Ｂ支局における共済組合員としての取得年月日を昭和 54 年４月１日、喪失年

月日を昭和 61 年１月１日に訂正し、昭和 54 年４月から昭和 60年 12 月までの標準報酬月額を

15 万 2,388 円とすることが必要である。 

   昭和 54 年４月１日から昭和 61 年１月１日までの期間については、保険給付の計算の基礎と

なる被保険者期間として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 54年４月１日から昭和 61年１月１日まで 

    高校卒業後、昭和 54 年４月１日にＡ社Ｂ支局の正職員としてＣ支社に配属され、昭和 60

年 12 月 31 日まで在籍したが、当該期間に係る年金記録が無い。 

    Ｄ科の課程修了証書、Ｃ支社記念アルバムなどを提出するので、請求期間を年金の加入期

間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   Ｅ社から提出された請求者に係る履歴名簿の就職年月日欄には「54.4.1」、最下欄には

「60.1.1 退職前提願休（60.12.31 まで）」と記載されているところ、当該記載について、Ｅ社

の担当者は、「請求者は、昭和 54 年４月１日にＡ社に就職し、昭和 60 年１月１日からは、退

職することを前提に１年間の休職に入り、昭和60年12月31日に退職していると考えられる。」

旨陳述している。 

   また、請求者から提出されたＣ支社記念アルバム、元同僚から提出されたＢ支局の昭和 54

年４月１日付け新入職員名簿及び当該名簿に記載された複数の元同僚の陳述により、請求者は、

同支局に職員又は準職員として採用されたことが認められるところ、Ｆ共済組合（請求期間当

時は、Ｇ共済組合）及びＥ社の各担当者は、請求期間当時のＧ共済組合員の取扱いについて、

「職員及び準職員はＧ共済組合の組合員であった。」旨陳述している上、当該名簿において、

採用時の所属がＣ支社であった者は、請求者以外に４人確認できるところ、オンライン記録に

よると、当該４人全員について、昭和 54 年４月１日からＧ共済組合員であったことが確認で

きる。 

   さらに、前述の退職前提の休職期間について、Ｆ共済組合は、「退職前提休職期間中も共済

組合員である。」旨回答している上、同共済組合及びＥ社の各担当者は、「退職前提の１年間の

休職期間は、職員としての身分を保有し、当然、共済組合に加入し保険料も控除される。」旨

陳述している。 

   加えて、オンライン記録によると、請求者は、請求期間中の昭和 60 年３月４日から厚生年

金保険に加入しているところ、当時、Ｇ共済組合員期間と厚生年金保険被保険者期間との重複

に係る調整規定は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者は、請求期

間において、Ｇ共済組合の組合員であったことが認められる。 



一方、厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成８年法律第 82 号）附則第５条の規定

により、平成９年４月１日以降、Ｇ共済組合員であった期間は厚生年金保険の被保険者であっ

た期間とみなされる取扱いとなったことから、請求者の同共済組合員としての資格取得年月日

に係る記録を昭和 54 年４月１日、資格喪失年月日に係る記録を昭和 61年１月１日に訂正する

ことが必要である。    

なお、請求者の請求期間に係る標準報酬月額については、前述の履歴名簿に記載された俸給

及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和 60 年法律第 105 号）附則第９条

の規定から判断すると、15 万 2,388 円とすることが妥当である。 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1501002 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600036 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成16年７月16日の標準賞与額を３万円に訂正することが必要であ

る。 

平成 16 年７月 16 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

事業主が請求者に係る平成16年７月16日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間 ： 平成 16 年７月 16 日 

Ａ社に勤務していた同僚の賞与支払に関する記録を訂正することとなった旨のお知らせ文

書が、年金事務所から届いたことから、同社における年金記録を確認したところ、請求期間

の賞与の記録が無いことが分かった。 

資料は所持していないが、平成 16年４月に入社した者の、請求期間の賞与は同じ額であっ

たはずなので、請求期間の賞与の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

金融機関から提出された請求者に係る預金元帳、複数の同僚から提出された賞与明細書、複

数の同僚の陳述等から判断すると、請求者は、請求期間に３万円の賞与の支払を受け、標準賞

与額３万円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が請求者の請求期間の賞与に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社は既に破産しており、破産時の事業主に照会したが回答は無い上、請求

期間当時の事業主は既に死亡しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおりの

厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かに

ついては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500975 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600039 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額を平成 20 年８月８日は 29 万 1,000 円、平成 20年 12 月 10

日は 35 万円、平成 21 年４月 10 日は 32 万 9,000 円、平成 21 年８月 10 日は 26 万円に訂正す

ることが必要である。 

平成 20 年８月８日、平成 20 年 12 月 10 日、平成 21 年４月 10日及び平成 21 年８月 10日の

上記訂正後の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の

基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 20 年８月８日、平成 20 年 12 月 10 日、平成 21 年４月 10日及

び平成21年８月10日の上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： ① 平成 20年８月８日 

           ② 平成 20 年 12 月 10 日 

           ③ 平成 21 年４月 10日 

           ④ 平成 21 年８月 10日 

  Ａ社に乗務員として勤務した期間において、請求期間①から④までの各期間に支払われた

賞与に係る標準賞与額の記録がない。 

各請求期間の賞与振込額を確認できる総合口座通帳の写しを提出するので、当該期間に係

る標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

Ａ社の請求期間当時の事業主から提出された賞与支給明細書の写し及び請求者から提出さ

れたＢ信用金庫の総合口座通帳の写しにより、請求者は、請求期間①から④までの各期間に同

社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

一方、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、請求者の賞与額及び事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求者の請求期間①から④までの各期間に係る標準賞与額については、前述の

賞与支給明細書の写しにより確認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、請求期間①は

29 万 1,000 円、請求期間②は 35 万円、請求期間③は 32 万 9,000 円、請求期間④は 26 万円と

することが妥当である。 

なお、事業主が請求者の請求期間①から④までの各期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主の回答は得られないものの、Ａ社の複数の元従業員が



保管する当該期間に係る賞与支給明細書において、賞与が支払われていることが確認できると

ころ、オンライン記録において、これらの従業員のいずれにも当該賞与に係る事業主の届出に

よる記録は見当たらないことから、事業主は、請求者の当該期間に係る賞与支払届を社会保険

事務所（当時）に提出しておらず、その結果、社会保険事務所は、請求者の当該期間に係る厚

生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1501023 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600042 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社における標準賞与額を平成 15 年８月８日は 21 万円、平成 15 年 12 月 10 日は

21 万 4,000 円、平成 16年４月９日は 21万円、平成 16 年８月 10 日は 19 万 8,000 円、平成 16

年12月 10日は９万円、平成17年８月10日は18万 3,000円、平成18年８月10日は18万 9,000

円に訂正することが必要である。 

   平成 15 年８月８日、平成 15 年 12 月 10 日、平成 16 年４月９日、平成 16 年８月 10 日、平

成 16 年 12 月 10 日、平成 17 年８月 10 日及び平成 18 年８月 10 日の上記訂正後の標準賞与額

については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年

金特例法」という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額と

して記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 15 年８月８日、平成 15 年 12 月 10 日、平成 16 年４月９日、

平成 16 年８月 10 日、平成 16 年 12 月 10 日、平成 17 年８月 10 日及び平成 18 年８月 10 日の

上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

   その余の請求期間については、標準賞与額の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： ① 平成 15 年４月頃 

② 平成 15 年８月頃 

③ 平成 15 年 12 月頃 

④ 平成 16 年４月頃 

⑤ 平成 16 年８月頃 

⑥ 平成 16 年 12 月頃 

⑦ 平成 17 年８月頃 

⑧ 平成 18 年８月頃 

Ａ社に乗務員として勤務した期間において、請求期間①から⑧までの各期間に支払われた

賞与に係る標準賞与額の記録がない。 

各請求期間の賞与支給額及び厚生年金保険料控除額を確認できる賞与支給明細書の写し

を提出するので、当該期間に係る標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間②から⑧までの各期間について、請求者から提出された当該期間に係る賞与支給明

細書の写しにより、請求者は、当該期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、請求者の賞与額及び事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低



い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求者の請求期間②から⑧までの各期間に係る標準賞与額については、前述の

賞与支給明細書の写しにより確認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、請求期間②は

21 万円、請求期間③は 21 万 4,000 円、請求期間④は 21 万円、請求期間⑤は 19 万 8,000 円、

請求期間⑥は９万円、請求期間⑦は 18万 3,000 円、請求期間⑧は 18 万 9,000 円とすることが

妥当である。 

また、賞与の支払日については、日本年金機構が保管するＡ社の一時金協定書及び同社の請

求期間②から⑧までの各期間当時の社会保険事務担当者の陳述により、請求期間②は平成 15

年８月８日、請求期間③は平成 15年 12 月 10 日、請求期間④は平成 16年４月９日、請求期間

⑤は平成 16 年８月 10日、請求期間⑥は平成 16年 12 月 10 日、請求期間⑦は平成 17 年８月 10

日、請求期間⑧は平成 18 年８月 10 日とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者の請求期間②から⑧までの各期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は、請求者の当該期間に係る厚生年金保険被保険者賞

与支払届を社会保険事務所（当時）に対し提出したが、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付

したか否かについては不明と回答しているが、Ａ社の複数の元従業員が保管する当該期間に係

る賞与支給明細書において、賞与が支払われていることが確認できるところ、オンライン記録

において、これらの従業員のいずれにも当該賞与に係る事業主の届出による記録は見当たらな

いことから、事業主は、請求者の当該期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておら

ず、その結果、社会保険事務所は、請求者の当該期間に係る厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

請求期間①について、請求者から提出された平成 15 年４月分の賞与支給明細書の写しによ

ると、当該賞与から控除されている厚生年金保険料額は、平成 15 年３月までに支払われた賞

与に係る特別保険料率に基づく保険料額と一致している上、Ａ社において請求者と同職種であ

った元従業員の預金通帳の写しによると、平成 15 年４月分賞与は、同社から同年３月 31日に

振り込まれており、請求者についても、平成 15年４月分賞与は、同年３月 31 日に支払われた

と考えられるところ、賞与から控除された厚生年金保険料を年金給付額に反映させる総報酬制

が実施されたのは平成 15 年４月１日であることから、同日よりも前に支払われた賞与から厚

生年金保険料を控除されていたとしても、年金額に反映する標準賞与額の記録として認めるこ

とはできない。 

このほか、請求者の請求期間①における厚生年金保険料の控除について確認又は推認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期間

①に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1501027 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600047 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成３年 10 月１日から平成９年 11 月 19 日までの期間の標準報酬月

額を次のとおり訂正することが必要である。平成３年 10 月から平成６年 10 月までは 11 万円

を 53 万円に、同年 11月から平成９年 10月までは 11 万円を 59万円とする。 

平成３年 10 月から平成９年 10 月までの訂正後の標準報酬月額については、厚生年金保険法

第 75 条ただし書の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録するこ

とが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 平成３年 10月１日から平成９年 11月 19 日まで 

  Ａ社における請求期間の標準報酬月額が 11 万円と記録されているが、実際の給与支給額

は 80 万円程度であった。 

給与の振込先であったＢ金融機関の流動性取引明細表の写しを提出するので、請求期間に

おける標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社における請求者の請求期間に係る標準報酬月額は、当初、平

成３年 10月から平成６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から平成９年 10 月までは 59万円と

記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成９年 11 月

19 日）より後の平成９年 12 月 26 日付けで、当初の標準報酬月額を平成３年 10 月１日に遡っ

て 11 万円に減額する処理が行われている。 

しかし、請求者に係る平成３年１月から平成９年 12 月までのＢ金融機関の「流動性取引明

細表」並びにＡ社の請求期間当時の代表取締役及び監査役の陳述により推認できる請求期間に

おける標準報酬月額は、前述の遡及訂正前の当初の標準報酬月額と一致する上、オンライン記

録によると、同社において、平成９年 12 月 26 日付けで、平成３年 10 月１日に標準報酬月額

の記録が遡って減額処理されている者は、請求者のほかに５人確認できる。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本の記録によると、請求期間及び前述の遡及訂正処理日（平

成９年 12月 26 日）当時、請求者は、同社の取締役であるが、代表取締役ではなく、同社の複

数の元同僚は、「請求者は、Ｃ支店勤務であり、Ｄ本社で行っていた社会保険の手続等の業務

を行うようなことはなかった。」旨陳述しており、請求者は、社会保険事務処理に係る権限を

有しておらず、前述の遡及訂正処理に関与していないと認められる。 

これらの事実を総合的に判断すると、平成９年 12 月 26 日付けで行われた請求者に係る標準

報酬月額の遡及訂正処理は、事実に即したものとは考え難く、請求者について平成３年 10 月

１日に遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があったとは認められないことか

ら、当該減額処理に係る有効な記録訂正があったとは認められない。 

以上のことから、請求者のＡ社における請求期間の標準報酬月額については、当初、事業主

が社会保険事務所（当時）に届け出た報酬月額に基づく標準報酬月額（平成３年 10 月から平



 

成６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から平成９年 10 月までは 59 万円）に訂正することが

妥当である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1501015 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600048 号 

 

第１ 結論 

１ 請求者のＡ社における平成 15 年６月２日から平成 18 年３月 19 日までの期間の標準報酬

月額を次のとおり訂正することが必要である。平成 15 年６月から平成 18年２月までの標準

報酬月額については、11 万円を 22 万円とする。 

平成 15 年６月から平成 18 年２月までの上記訂正後の標準報酬月額については、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）

第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録すること

が必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 15 年６月から平成 18 年２月までの上記訂正後の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

２ 請求者のＡ社における平成 15 年６月２日から平成 18 年３月 19 日までの期間の標準報酬

月額を次のとおり訂正することが必要である。平成 15 年６月から平成 16 年８月までは 32

万円、同年９月から平成 17 年８月までは 30 万円、同年９月から平成 18年２月までは 34万

円とする。 

上記訂正後の標準報酬月額（厚生年金特例法による上記訂正後の標準報酬月額（22 万円）

を除く。）については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、保険給付の計算の基礎と

ならない標準報酬月額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 平成 15 年６月２日から平成 18 年３月 19 日まで 

Ａ社に勤務した期間における厚生年金保険の標準報酬月額が、給与額と比べて大幅に低い

額となっている。給与明細票及び給与明細書（以下「給与明細書等」という。）を提出する

ので、請求期間について、給与額に見合った標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求者から提出された給与明細書等により、請求者が、請求期間においてオンライン記録

の標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

額を超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又

は請求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求期間に

係る標準報酬月額については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、請求期間に係る標準報酬月額については、請求者から提出された給与明細書

等により確認できる厚生年金保険料控除額から、22 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、



 

事業主は、請求者に係る厚生年金保険料の納付については、「請求期間当時の資料が残って

いないため不明である。」旨回答しているものの、請求者に係る届出については、年金事務

所の記録どおり、「請求者の報酬月額を 11 万円として届出を行った。」旨回答している上、

請求者から提出された請求期間に係る給与明細書等から確認できる報酬月額に見合う標準

報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業

主は、オンライン記録どおりの標準報酬月額に見合う報酬月額を社会保険事務所（当時）に

届け、その結果、社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 請求者から提出された給与明細書及び日本年金機構Ｂ事務センターの回答により、請求期

間の標準報酬月額の改定又は決定の基礎となる期間に係る報酬月額に見合う標準報酬月額

は、前述の厚生年金特例法により訂正される標準報酬月額よりも高額であることが認められ

る。 

したがって、請求期間に係る標準報酬月額については、平成 15 年６月から平成 16年８月

までは 32万円、同年９月から平成 17 年８月までは 30 万円、同年９月から平成 18 年２月ま

では 34 万円に訂正することが妥当である。 

なお、上記訂正後の標準報酬月額（厚生年金特例法による訂正後の標準報酬月額（22 万円）

を除く。）については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、保険給付の計算の基礎と

ならない標準報酬月額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500865 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600037 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏 名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 昭和 50 年６月１日から平成元年３月 29 日まで 

Ａ社に勤務していた請求期間当時、Ｂ技能の資格を持っており、給料は当該資格手当を含める

と 25 万円から 35 万円あったと思うが、厚生年金保険の標準報酬月額の記録は 13 万 4,000 円から

18 万円となっている。 

調査の上、請求期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、Ａ社に勤務していた請求期間の給与額が厚生年金保険の標準報酬月額の記録よりも

高かったと主張しているところ、請求者の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載

されている標準報酬月額は、オンライン記録における標準報酬月額と一致している上、当該原

票及びオンライン記録において、請求者の標準報酬月額の記録が訂正された等の不自然な点は

見当たらない。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬

月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、「請求者の報

酬月額に見合う標準報酬月額」又は「事業主が請求者の給与から源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額」の範囲内であることから、請求期間に係る標準報

酬月額の記録訂正に当たっては、請求期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料控除額の双方を

確認することが必要となる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記の記録及びオンライン記録によると、同社は、平成８年６月

１日に解散し、同社の元事業主は死亡している上、同社の元役員の一人は、「もう会社は無く、

社長も亡くなっており、当時の資料も保管していない。」旨陳述していることから、請求者の

請求期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認することができない。 

なお、オンライン記録によりＡ社における厚生年金保険被保険者記録があり、所在が確認で

きた７人に、同社における厚生年金保険の標準報酬月額の記録が当時の給与額と一致している

か否か、また、同社の給与から控除されていた厚生年金保険料額が標準報酬月額の記録に基づ

く同保険料額と一致しているか否かについて照会したが、回答があった２人はいずれも、「分

からない。」と回答している。 

このほか、請求者の請求期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期間

において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500910 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600038 号 

 

第１ 結論 

   請求期間①から⑥までの各期間について、訂正請求記録の対象者のＡ社における厚生年金保

険の標準賞与額の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏名（続柄） ： 女（妻） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

  ２ 被保険者等の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

  ３ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 15 年８月８日 

② 平成 15 年 12 月 10 日 

③ 平成 16 年４月９日 

④ 平成 16 年８月 10日 

⑤ 平成 16 年 12 月 10 日 

⑥ 平成 17 年８月 10日 

訂正請求記録の対象者が、Ａ社に乗務員として勤務した期間において、請求期間①から⑥

までの各期間に支払われた賞与に係る標準賞与額の記録がない。 

各請求期間の賞与振込額を確認できる預金通帳の写しを提出するので、当該期間に係る標

準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者から提出された訂正請求記録の対象者名義の預金通帳の写しにより、訂正請求記録の

対象者にＡ社から、請求期間①から⑥までの各期間に賞与が支払われていることが確認できる。 

しかしながら、訂正請求記録の対象者の請求期間①から⑥までの各期間に係る賞与総支給額

及び当該賞与からの厚生年金保険料控除額について、Ａ社は、「平成 18 年以前に支払った賞与

に係る明細書は保管していないため分からない。」旨回答している。 

また、訂正請求記録の対象者の請求期間①から⑥までの各期間当時の住所地を管轄するＢ市

市税事務所及びＣ税務署は、「平成 15 年から平成 18 年までの各年の給与収入額及び社会保険

料控除額を確認できる資料は、保存期限経過のため保管していない。」旨回答していることか

ら、訂正請求記録の対象者の当該期間に係る賞与総支給額及び当該賞与からの厚生年金保険料

控除額について確認又は推認することができない。 

このほか、訂正請求記録の対象者の請求期間①から⑥までの各期間に係る賞与総支給額及び

厚生年金保険料控除額について確認又は推認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、訂正請求記録の対

象者が請求期間①から⑥までの各期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1501020 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600040 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、訂正請求記録の対象者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得

年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏名（続柄） ： 女（妻） 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

   住 所 ：  

２ 被保険者等の氏名等 

氏 名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

３ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 昭和 33 年２月６日から昭和 35 年２月 10 日まで 

訂正請求記録の対象者は、昭和 32年から昭和 52年まで、Ｂ工場内のいくつかの事業所で

Ｃ職として勤務したが、複数の期間について、厚生年金保険被保険者記録がない。 

請求期間については、請求期間直後に厚生年金保険被保険者記録があるＡ社に勤務してい

たと考えるが、請求期間直前に厚生年金保険被保険者記録があるＤ社についても調査の上、

請求期間について、厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

Ａ社に係る閉鎖登記簿謄本及びオンライン記録によると、同社は昭和 57年６月 30日に解散

しており、請求期間当時の代表社員は死亡しているところ、請求期間に同社において厚生年金

保険被保険者記録がある同社解散時の代表者は、「訂正請求記録の対象者を覚えていない。会

社は解散しており、当時の資料を保管しておらず、訂正請求記録の対象者の勤務実態及び厚生

年金保険料控除の有無については分からない。」旨陳述しており、訂正請求記録の対象者の請

求期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除の有無について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において請求期間に厚生年金保険被保

険者記録があり、所在が確認できた 20 人に照会したが、回答を得た 13人のうち、訂正請求記

録の対象者と同様に昭和 35 年２月に同社において厚生年金保険被保険者資格を取得している

者は、「訂正請求記録の対象者は、私と同時期に入社したと記憶している。ただし、入社した

年月については覚えていない。」旨陳述している上、残りの 12 人は、訂正請求記録の対象者

を記憶しておらず、訂正請求記録の対象者の請求期間における勤務実態について確認すること

ができない。 

   一方、オンライン記録によると、訂正請求記録の対象者は、請求期間の直前までＤ社におい

て厚生年金保険被保険者であるところ、Ｅ法務局によると、同社に係る商業登記簿謄本は保存

期間経過により保管されていない上、同社は昭和 37 年１月 31 日に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、訂正請求記録の対象者の請求期間における勤務実態について同社に確認

することができない。 

また、Ｄ社に係る事業所別被保険者名簿において請求期間に厚生年金保険被保険者記録があ

り、所在が確認できた 81 人に照会したが、回答を得た 49人のうち、請求期間当時に同社にお



 

いて社会保険事務を担当していたとする者は、当時の同社の状況について、「Ｄ社は、私の亡

くなったおじが作った会社で、Ｆ社やＧ社、Ｈ社などの下請会社であった。同社には、さらに

下請となる親方衆の存在があり、彼らの下には５人から 10 人程度の職人がおり、親方衆はＤ

社の名前を借りて社会保険の手続を行っていた。もちろん、社会保険に加入しない親方もいた。」

旨陳述している。 

さらに、前述の回答を得た 49 人のうち、Ｄ社において請求期間中の昭和 34 年４月５日から

同年６月 27 日まで厚生年金保険被保険者記録がある者は、「私は、Ｄ社の下請である親方に

付いて勤務していた当時、下宿先からＢ工場内に向かうとき、近くに住んでいた訂正請求記録

の対象者と挨拶をして、一緒にＢ工場内まで行ったことを覚えている。」旨陳述し、訂正請求

記録の対象者を覚えているとしているものの、訂正請求記録の対象者の勤務状況については、

「訂正請求記録の対象者と一緒に働いたか否かは覚えておらず、当時、訂正請求記録の対象者

が、Ｂ工場内のどこの事業所で何の仕事をしていたのかも覚えていない。」旨陳述している上、

そのほかの者からも、訂正請求記録の対象者の請求期間における勤務状況について具体的な回

答又は陳述は得られなかった。 

このほか、訂正請求記録の対象者の請求期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、訂正請求記録の対

象者が厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1501021 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600041 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、訂正請求記録の対象者のＡ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏名（続柄） ： 女（妻） 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

   住 所 ：  

２ 被保険者等の氏名等 

氏 名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

３ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 昭和 41 年５月 21 日から昭和 47年６月１日まで 

訂正請求記録の対象者は、昭和 32年から昭和 52年まで、Ｂ工場内のいくつかの事業所で

Ｃ職として勤務したが、複数の期間について、厚生年金保険被保険者記録がない。 

請求期間については、請求期間直後に厚生年金保険被保険者記録があるＡ事業所に勤務し

ていたものと考えるが、請求期間直前に厚生年金保険被保険者記録があるＤ社についても調

査の上、請求期間について、厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

Ａ事業所に係る事業所別被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）において、同事業

所は昭和 48 年にＥ社に名称変更しているところ、同社に係る閉鎖登記簿謄本、オンライン記

録及び前述の被保険者名簿によると、同社は平成９年６月３日に解散し、請求期間当時の事業

主及び同社解散時の代表取締役はいずれも既に死亡している上、請求期間後の昭和 62 年当時

の事業主が、「昭和 62 年に社長となったが、事務関係は以前から前社長の娘が行っていたので

何も分からない。」旨回答しているところ、当該事務を行っていたとされる前社長の娘は、前

述の既に死亡している同社解散時の代表取締役であることから、事業所及び事業所関係者を通

じて、訂正請求記録の対象者の請求期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除の有無につ

いて確認することができない。 

また、前述のＡ事業所に係る被保険者名簿において請求期間に厚生年金保険被保険者記録が

あり、所在が確認できた５人（前述の元事業主を除く。）に照会し、４人から回答を得たとこ

ろ、訂正請求記録の対象者を記憶しているとする唯一の者は、「訂正請求記録の対象者がＡ事

業所に入社したのは、昭和 47 年５月より後だったと記憶している。」旨陳述しており、当該

陳述内容は、Ａ事業所における訂正請求記録の対象者の厚生年金保険被保険者資格取得日の記

録とほぼ符合することから、従業員を通じても、訂正請求記録の対象者の請求期間における勤

務実態について確認することができない。 

さらに、オンライン記録によると、Ａ事業所は、請求期間のうち昭和 41年５月 21日から昭

和 45 年８月末日までの期間において厚生年金保険の適用事業所ではなく、同事業所の新規適

用年月日である昭和 45 年９月１日に同事業所において厚生年金保険被保険者資格を取得して

いる 11 人全員が、その前月の同年８月１日にＦ社において同資格を喪失しているところ、当



 

該 11 人のうちの複数の者が、「Ｆ社はＡ事業所に社名が変わったと記憶している。」旨陳述

していることから、Ｆ社に係る被保険者名簿を確認したが、訂正請求記録の対象者の厚生年金

保険被保険者記録は見当たらない上、前述の 11 人のうちの３人から回答を得られたが、Ｆ社

における訂正請求記録の対象者の勤務実態について確認することはできなかった。 

加えて、請求者から提出された雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書を見ると、請

求期間中の昭和 42 年６月１日資格取得、昭和 43 年６月 14 日離職の記録が記載されているも

のの、事業所名称欄は空欄であるところ、当該回答書の交付元であるＧ公共職業安定所の適用

担当者は、「回答書において事業所名称欄が空白となっている記録は、基となる事業所台帳そ

のものが保管されておらず、事業所名称を特定することはできない。」旨陳述している。 

一方、オンライン記録によると、訂正請求記録の対象者は、請求期間前の昭和 40年 10 月１

日から昭和 41 年５月 21日までの期間において、Ｄ社における厚生年金保険被保険者であると

ころ、同社に係る閉鎖登記簿謄本によると、同社は、昭和 54 年８月 31 日に解散しており、元

代表取締役は所在を確認できない上、元取締役の一人は、「訂正請求記録の対象者を知らない。

会社は既に無く、代表者も亡くなっており、当時の資料を保管していないため、何も分からな

い。」旨陳述している。 

また、オンライン記録により、Ｄ社において請求期間に厚生年金保険被保険者記録があり、

所在が確認できた 20 人（前述の元取締役を除く。）に照会したところ、回答又は陳述を得た

９人全員が、訂正請求記録の対象者を記憶していない。 

このほか、訂正請求記録の対象者の請求期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

なお、訂正請求記録の対象者に係る雇用保険被保険者記録について、Ｈ労働局から提出され

た雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書を見ると、「氏名 ＊」「生年月日 S11＊」｢事

業所番号 ＊」「資格取得年月日 S400714」「離職年月日 S410520」と記載されており、事業

所名称欄は空欄であるところ、同労働局は、当該記録に係る事業所名称は不明と回答している

が、当該雇用保険被保険者記録について、氏名及び生年月日が、訂正請求記録の対象者のもの

と符合する上、離職日も、訂正請求記録の対象者のＤ社における厚生年金保険被保険者資格喪

失日（昭和 41 年５月 21 日（退職日の翌日））と符合することから、訂正請求記録の対象者の

同社における記録である可能性が高い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、訂正請求記録の対

象者が厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500900 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600043 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 平成７年 11月１日から平成 17 年５月 26 日まで 

  厚生年金保険の記録では、Ａ社における標準報酬月額が、平成７年 11 月１日から９万

2,000 円、平成 12 年 10 月１日から９万 8,000 円となっているが、当該期間の給与は 30 万円

であった。調査の上、請求期間の標準報酬月額を 30 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、Ａ社における平成７年 11 月以降の標準報酬月額が、実際の給与支給額よりも大

幅に低い額になっていると主張しているところ、同社は解散している上、請求期間当時の代表

取締役社長は死亡しており、同社の後継事業所であるＢ社は、「請求内容どおりの厚生年金保

険料を請求者の給与から控除したか否かは不明である。」と回答していることから、請求者の

主張する給与支給額を事業主に確認することができない。 

また、Ａ社の請求期間当時の代表取締役副社長は、「請求者は、Ｃ業務を行っていたが、平

成７年頃からＣ業務が少なくなったので、請求者には、関連会社のＤ社において、Ｅ業務を行

うように命じた。このことに伴い、請求者の給与は、Ａ社が三分の一、Ｄ社が三分の二を負担

することとした。Ｄ社が、自社負担分の給与をどのような形で請求者に支給していたかは分か

らない。」旨陳述している上、Ａ社の請求期間当時の総務担当役員も、「請求者には顧問契約

により顧問料を支払っていたが、業績が悪くなってきたので、請求者の顧問料も 10 万円を切

るぐらいに減額した。」旨陳述している。 

一方、請求者は、平成 23 年７月に「ねんきん受給者便」の回答票に添付して日本年金機構

Ｆ事務センター（当時）に平成８年１月分の給与明細書を提出しているところ、当該給与明細

書を見ると、基本給欄に「300000」、厚生年金保険料欄に「49500」と記されている。 

しかしながら、請求期間のうち、平成８年１月１日から平成 17 年５月 26日までの期間につ

いて、請求者の平成８年 11 月からの住所地であるＧ市から提出された請求者に係る平成８年

分から平成 17 年分までの各年の所得に係る市・県民税課税回答書・証明書及びその添付書類

（平成 12年分及び平成 16 年分は未申告）によると、当該期間の各年において、請求者に係る

Ａ社及びＤ社の給与支払報告書がＧ市に提出されておらず、請求者からＧ市に提出された平成

８年から平成 17年までの各年の所得に係る市・県民税申告書又は確定申告書（平成 12 年分及

び平成 16年分は未申告）によると、請求者は、Ａ社及びＤ社に係る給与額を申告していない。 

また、請求期間のうち、平成７年 11 月１日から平成８年１月１日までの期間について、請

求者の平成８年１月１日現在の住所地であるＨ市は、請求者に係る課税資料を保存していない

と回答している。 

以上のことから判断すると、請求期間について、請求者の主張する標準報酬月額に見合う給



 

与の支給及び厚生年金保険料の控除の事実を課税資料等から確認することができない。 

また、オンライン記録において、請求者の標準報酬月額に係る記録が遡って訂正された事跡

は無く、不自然な点は見当たらない。 

このほか、請求者の主張する標準報酬月額に見合う給与の支給及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期間

において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 



 

 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500923 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600044 号 

  

第１ 結論 

   請求者のＡ社（現在は、Ｂ社）、Ｃ社及びＤ社（又はＥ社）のそれぞれにおける厚生年金保

険被保険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

    

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： ① 昭和 40年４月１日から昭和 41年 12 月 31 日まで 

           ② 昭和 44 年４月１日から同年 11 月 30 日まで 

           ③ 昭和 47 年３月１日から昭和 49 年２月 28日まで 

  厚生年金保険の記録では、請求期間①、②及び③の各期間について、被保険者記録が無い。 

  請求期間①については、中学校卒業後にＦ市内のＧ社に電気工見習として入社し、電気工

事作業に従事し、在籍中に電気工事士の資格を取得した。 

  請求期間②については、ブルドーザーの運転に興味を持ったことから、Ｈ町内のＣ社に見

習として入社し、Ｉ地方を中心に増田工事や道路工事等に従事した。 

  請求期間③については、Ｊ市内のＤ社又はＥ社に入社し、ブルドーザーのオペレーターと

して近畿地方一円の宅地やゴルフ場などの土木造成工事に従事した。 

  請求期間①、②及び③の各期間について、それぞれの事業所において、給与から厚生年金

保険料を控除されていたはずなので、調査の上、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①について、請求者は、Ｇ社に勤務したと主張しているところ、健康保険・厚生年

金保険事業所名簿において、請求者が記憶する事業所の所在地及び事業主の姓が符合するＡ社

が確認できることから、請求者が勤務したと主張するＧ社は、Ａ社と推認される。 

しかし、Ｂ社は、請求者の勤務について不明と回答しており、同社の事務担当者は、「当社

の法人設立は昭和 46 年である。古い資料は残っておらず、社長も替わっており、当社の法人

化以前のことを知っている者はいない。」旨陳述している上、請求者の請求期間①における雇

用保険の記録は見当たらないことから、当該期間における請求者の勤務実態を確認することが

できない。 

また、健康保険・厚生年金保険事業所名簿及びオンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所となった日は、請求期間①の終期から約２年後の昭和 44 年２月１日であると

ころ、当時の事業主は平成 15 年に死亡している上、同日及び同社の法人設立日である昭和 46

年１月 18 日に同社における厚生年金保険の被保険者資格を取得した８人のうち、所在の判明

した４人に照会し、うち２人から回答が有り、このうち、後に同社の取締役となった１人は、

請求者を記憶していると回答しているものの、同人の生年月日からすると、同人は請求期間①

において中学生であり勤務していたとは考えられない上、あとの１人は、請求者を記憶してい

ないと回答していることから、当該事業所における請求者の勤務実態を当時の関係者に確認す

ることができない。 



 

 

さらに、請求者は、Ａ社に勤務していた時に取得したとする電気工事士免状を提出している

ところ、当該免状には勤務先は記されておらず、当該免状発行機関のＫ事務所の担当者は、「電

気工事士免状に係る発行台帳があるのみであり、当該発行台帳では勤務先は分からない。」旨

陳述しており、当該免状の発行日が請求期間①中であるものの、当該免状から、請求者がＡ社

に勤務していたことを確認することはできない。 

このほか、請求者の請求期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

請求期間②について、請求者は、Ｈ町内に在ったＣ社に勤務したと主張しているところ、オ

ンライン記録において、当該名称（「Ｌ」名の付く事業所を含む。）の事業所が当該地域におい

て厚生年金保険の適用事業所であった記録は見当たらない上、雇用保険の記録において、請求

者の当該期間における被保険者記録も確認できない。 

また、請求者はＣ社の所在地の番地等を具体的に記憶していない上、請求期間②当時の電話

帳も見当たらず、当該事業所に係る商業登記の記録、建設業許可の記録の確認のほか、Ｍ商工

会等の各種関係団体に照会を行ったものの、当該事業所を特定する情報は得られず、請求者の

当該期間における勤務実態を事業所に確認することができない。 

さらに、請求者は、Ｃ社に係る請求期間②当時の事業主及び元同僚の氏名を記憶していない

上、2015 年（平成 27 年）２月発行の当該地域の個人版電話帳によると、Ｈ町にＬ姓及びＮ姓

は各１件ずつ確認でき、それぞれに照会したものの、当該事業所に係る情報を得ることはでき

ず、請求者の当該事業所における勤務実態及び厚生年金保険料の控除の有無について確認する

ことはできない。 

このほか、請求者の請求期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   請求期間③について、請求者は、Ｊ市内に在ったＤ社又はＥ社に勤務したと主張していると

ころ、オンライン記録において、当該名称（「Ｏ」名の付く事業所を含む。）の事業所が当該地

域において厚生年金保険の適用事業所であった記録は見当たらない上、雇用保険の記録におい

て、請求者の当該期間における被保険者記録も確認できない。 

また、請求期間③当時の住宅地図により、請求者が記憶するＤ社又はＥ社の所在地及びその

周辺を確認したが、当該名称の事業所は見当たらない上、商業登記の記録、建設業許可の記録

及び請求期間③当時の職業別電話帳の記録の確認のほか、Ｐ商工会議所等の各種関係団体に対

する照会を行ったものの、当該事業所を特定する情報は得られず、請求者の請求期間③におけ

る勤務実態を事業所に確認することができない。 

さらに、請求者は、Ｄ社又はＥ社に勤務していた時に取得したとする車両系建設機械運転技

能講習修了証を提出しているところ、当該修了証には勤務先が記されておらず、当該講習実施

者のＱ社の担当者は、「当該修了証に係る技能講習の受講申込書については、保存期限経過の

ため残っていない。」旨陳述している上、請求者はＤ社又はＥ社ではＲ社製の重機を取り扱っ

ていたとしているところ、Ｒ社の担当者は、「現在、Ｄ社という名称の事業所との取引は無く、

過去における取引は不明である。」旨陳述しており、請求者が請求期間③において、Ｄ社又は

Ｅ社に勤務していたことを確認することはできない。 

加えて、請求者は、請求期間③当時のＤ社又はＥ社の事業主について、姓を記憶しているの

みであり、同僚等の名前も記憶しておらず、これらの者に事情照会することができないことか

ら、請求者の当該事業所における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

このほか、請求者の請求期間③における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険の被保険者として、請求期間①、②及び③の各期間に係る厚生年金保険料を事業主により



 

 

給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500977 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600045 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成４年６月１日から同年７月１日まで 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、請求期間の標準報酬月額が、実際

の給与支給額に見合う標準報酬月額より低い額となっているので、当該期間の標準報酬月額

を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者から提出された給料支払明細書により、請求期間に係る標準報酬月額の決定の基礎と

なる月（平成３年５月から同年７月まで）の報酬月額に見合う標準報酬月額（53 万円）は、オ

ンライン記録の標準報酬月額（50万円）を上回っていることが認められる。 

しかし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金

特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、請求者の報酬月額又は事業主が源泉控除していたと認められる厚生年

金保険料額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求期間の標準報酬月

額については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになるところ、請

求者から提出された請求期間に係る給料支払明細書により確認できる厚生年金保険料控除額

に見合う標準報酬月額（50 万円）は、オンライン記録の標準報酬月額（50 万円）と同額であ

ることから、厚生年金特例法による保険給付の対象に当たらないため、記録の訂正は認められ

ない。 

また、前述の請求期間に係る給料支払明細書のほかに、請求者が主張する標準報酬月額（53

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求期間について、

請求者がその主張する標準報酬月額（53 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1501014 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600046 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成元年 10 月１日から平成２年８月１日まで 

             ② 平成３年５月１日から同年７月１日まで 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、請求期間①及び②の標準報酬月額

が、実際の給与支給額に見合う標準報酬月額より低い額となっているので、当該期間の標準

報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」

という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、請求者の報酬月額又は事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内である。したがって、記録の訂正及び保険給付が

行われるためには、これらの標準報酬月額のいずれもがオンライン記録の標準報酬月額を上回

る必要がある。 

しかし、請求期間①及び②については、請求者から提出された給料支払明細書において、当

該期間に係る標準報酬月額の改定又は決定の基礎となる月（請求期間①については平成元年５

月から同年７月まで、請求期間②については平成２年５月から同年７月まで）の報酬月額に見

合う標準報酬月額（請求期間①は 32 万円、請求期間②は 36 万円）及び当該期間の厚生年金保

険料控除額に見合う標準報酬月額（請求期間①は 32 万円又は 28万円、請求期間②は 36 万円）

は、オンライン記録の標準報酬月額（請求期間①は 32 万円、請求期間②は 36 万円）と同額又

は下回っていることから、厚生年金特例法による訂正の対象に当たらない。 

このほか、請求期間①及び②において、請求者が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求期間①及び②

について、請求者がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 


